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平
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十
六
年
二
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
捜
査
報
償
費
等
の
架
空
支
払
の
疑
い
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
受
領

答

弁

第

一

二

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
捜
査
報
償
費
等
の
架
空
支
払
の
疑
い
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

都
道
府
県
警
察
費
の
「
報
償
費
」
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
費
用
の
う
ち
、
捜
査
員
の
活
動
の
た
め
の
諸
経
費
、
情
報
提

供
者
又
は
協
力
者
に
係
る
諸
経
費
そ
の
他
犯
罪
捜
査
等
の
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
支
出
さ
れ
る
も
の
（
以
下

「
県
費
捜
査
費
」
と
い
う
。
）
の
執
行
額
は
、
平
成
十
年
度
が
三
十
三
億
四
千
六
百
三
十
万
円
、
平
成
十
一
年
度
が
三
十
八

億
二
千
九
百
万
七
千
円
、
平
成
十
二
年
度
が
三
十
六
億
六
千
八
百
六
十
五
万
四
千
円
、
平
成
十
三
年
度
が
二
十
八
億
三
千
二

百
十
六
万
九
千
円
、
平
成
十
四
年
度
が
二
十
五
億
四
千
六
百
四
十
万
五
千
円
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
九
年
度
以
前
の
執
行
額
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
の
決
算
書
に
よ
り
報
償
費
の
総
執
行
額
は
確
認
で
き
る
も
の

の
、
こ
れ
を
県
費
捜
査
費
と
し
て
の
執
行
額
と
そ
れ
以
外
の
講
師
謝
金
等
と
し
て
の
執
行
額
と
に
区
分
し
て
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
国
費
の
捜
査
費
（
以
下
「
国
費
捜
査
費
」
と
い
う
。
）
は
、
捜
査
員
の
活
動
の
た
め
の
諸
経
費
、
情
報
提
供
者
又

は
協
力
者
に
係
る
諸
経
費
そ
の
他
犯
罪
捜
査
等
の
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
支
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、

そ
の
執
行
額
は
、
平
成
五
年
度
が
七
十
九
億
五
千
七
百
五
十
二
万
三
千
円
、
平
成
六
年
度
が
七
十
七
億
二
千
六
十
四
万
九
千

一



円
、
平
成
七
年
度
が
八
十
九
億
八
千
二
百
四
十
三
万
三
千
円
、
平
成
八
年
度
が
七
十
九
億
六
千
八
十
三
万
六
千
円
、
平
成
九

年
度
が
八
十
三
億
八
千
六
百
九
十
七
万
八
千
円
、
平
成
十
年
度
が
八
十
三
億
九
千
百
八
十
九
万
九
千
円
、
平
成
十
一
年
度
が

八
十
三
億
五
千
八
百
三
十
九
万
五
千
円
、
平
成
十
二
年
度
が
八
十
四
億
八
千
二
百
七
十
八
万
七
千
円
、
平
成
十
三
年
度
が
五

十
九
億
千
六
百
六
十
七
万
六
千
円
、
平
成
十
四
年
度
が
五
十
一
億
三
百
八
十
四
万
六
千
円
で
あ
る
。

県
費
捜
査
費
及
び
国
費
捜
査
費
が
支
払
わ
れ
た
情
報
提
供
者
及
び
協
力
者
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
警
察
に

情
報
を
提
供
し
又
は
協
力
を
し
て
い
る
事
実
が
公
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
領
収
書
の
作
成
、
領
収
書
へ
の
自
己
の
氏
名
の
記

載
等
を
拒
む
こ
と
も
あ
り
、
証
拠
書
類
の
記
載
事
項
に
よ
っ
て
人
物
の
同
一
性
を
検
証
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
た

め
、
正
確
な
人
数
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
証
拠
書
類
が
保
存
さ
れ
て
い
る
平
成
十
年
度
以
降
の
支
出
に

関
し
、
現
金
で
謝
礼
を
支
払
っ
た
延
べ
回
数
を
お
答
え
す
る
と
、
県
費
捜
査
費
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
年
度
が
十
九
万
千
百

七
十
四
回
、
平
成
十
一
年
度
が
十
九
万
七
千
六
百
三
十
九
回
、
平
成
十
二
年
度
が
十
七
万
五
千
九
百
四
十
八
回
、
平
成
十
三

年
度
が
九
万
三
千
二
百
七
十
八
回
、
平
成
十
四
年
度
が
五
万
九
千
三
十
三
回
、
国
費
捜
査
費
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
年
度
が

二
十
二
万
五
百
四
十
五
回
、
平
成
十
一
年
度
が
二
十
万
五
千
百
十
五
回
、
平
成
十
二
年
度
が
十
九
万
七
千
七
百
二
十
六
回
、

平
成
十
三
年
度
が
十
一
万
五
千
百
三
十
八
回
、
平
成
十
四
年
度
が
八
万
五
千
五
百
二
十
八
回
で
あ
る
。

二



二
に
つ
い
て

犯
罪
捜
査
等
に
関
す
る
情
報
提
供
者
又
は
協
力
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
県
費
捜
査
費
又
は
国
費
捜
査
費
が
こ
れ
ら
の
者
に

支
払
わ
れ
な
か
っ
た
事
例
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

実
在
し
な
い
住
所
又
は
死
亡
者
の
氏
名
が
県
費
捜
査
費
又
は
国
費
捜
査
費
の
支
出
に
関
す
る
証
拠
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事

例
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
国
費
捜
査
費
の
領
収
書
を
受
領
人
本
人
以
外
の
者
が
作
成
す
る
こ
と
は
認
め
て
お
ら
ず
、
県
費
捜
査
費
に
つ
い
て

も
国
費
捜
査
費
と
同
様
の
取
扱
い
と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
警
察
官
が
作
成
し
た
事
例
は
把
握
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

県
費
捜
査
費
又
は
国
費
捜
査
費
が
本
来
の
支
出
目
的
以
外
の
目
的
に
流
用
さ
れ
た
事
例
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

警
察
庁
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
警
察
に
対
し
、
従
来
か
ら
、
県
費
捜
査
費
及
び
国
費
捜
査
費
を
含
め
た
予
算
の
適
正
な

執
行
に
つ
い
て
指
導
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
計
画
的
に
監
査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
平
成
十
六

三



年
二
月
十
三
日
に
同
庁
に
設
置
し
た
予
算
執
行
検
討
委
員
会
に
お
け
る
取
組
を
通
じ
て
予
算
執
行
の
在
り
方
を
検
討
し
、
そ

の
一
層
の
適
正
化
に
努
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

四


